
金
揮
官
践
志
巻
十

. . 

廿
七
日
朝
夕

一
、
町
・
在
等
之
子
弟
習
畢
之
志
は
厚
〈
候
へ
共
、
食
窮
に
町
自
分
賄

都
知
v

仕
斡
之
者
有
ν
之
、
寄
宿
相
願
候
は
ピ
、
感
校
御
役
人
手
前
、
に
而
共

志
を
た
ピ
し
、
食
事
之
介
被
v
下
v
之
御
養
ひ
可
ν
被
v

成
候
。
但
唯
今
者

先
づ
人
多
に
無
v
之
様
に
可
v
被
=
仰
付
-
候
。
右
之
遇
被
昌
仰
出
-
候
。
諸

生
御
養
ひ
方
等
之
儀
者
‘
委
細
不
破
和
平
等
b
申
渡
候
問
、
承
合
、

相
監
候
者
交
名
等
書
記
.
頭
・
支
限
人
よ
り
蛍
八
月
中
迄
に
遁
々
和

.
平
等
b
可
=
指
出
-
候
事
。

右
之
趣
被
v
得
=
共
意
一
一
組
・
支
配
之
入
品
川

b
可
ν
被
昌
申
渡
-
候
。

壬
子
六
月
廿
七
日

畢
校
毎
月
習
事
等
之
割

盤

四

b
T
時
よ
り
瞥
簡
単
本
草
等

朝
四
時
揃
タ
八
時
揃

右
阿
断

右
同
断

右
同
断

右
同
断
.

朔二
七
講
日

二
日
朝
夕

七
日
朝
夕

十
二
日
朝
夕

十
七
日
朝
夕

廿
二
日
朝
夕

右
同
断

右
同
断

徹
せ
ざ
る
事
と
成
り
た
り
し
故
に
、
器
内
の
弊
害
も
生
宇
と
い
へ
り
。

O
大

成

殿

感
校
御
銀
守
或
は
御
銀
守
天
満
宮
と
も
呼
べ
り
。
此
の
澗
は
寛
政
五

年
に
治
轡
を
命
ぜ
ら
れ
j

翠
六
年
四
月
廿
五
日
落
成
に
付
き
‘
菅
公

の
紳
像
を
勤
諦
し
、
相
殿
に
稲
荷
の
一
脚
盤
を
犯
ら
れ
‘
岡
井
天
紳
の

榊
職
高
井
長
良
一
脚
式
を
勤
め
、
夫
れ
よ
り
世
々
一
柳
事
を
主
附
き
た

り
、
文
化
五
年
九
月
別
祉
を
替
遺
命
ぜ
ら
れ
、
月
讃
祉
と
mmし
、
同

・
月
廿
六
日
紳
貨
を
遜
座
、
高
井
紀
伊
守
動
通
祭
式
を
勤
め
た
り
。
祭

紳
二
鹿
月
続
紳
・
命
婦
紳
と
稀
す
。
此
の
雨
一
柳
は
紳
貨
深
秘
と
す
。

共
の
賓
は
勢
之
助
君
井
に
生
母
毘
如
院
の
鍵
を
舵
ら
る
L
と
い
へ

り
。
然
る
に
明
治
二
年
の
瓦
四
月
金
津
串
校
を
慶
し
、
右
銀
守
舵
等

を
岡
井
天
紳
‘
今
一
宮
ふ
椿
原
紳
枇
へ
越
し
合
併
せ
ら
れ
た
り
。

O
金

海

紳

鮭

此
の
枇
は
、
元
竹
樺
殿
圏
内
の
鎮
守
枇
な
る
が
故
に
.
萄
藩
中
は
竹

樺
御
銀
守
と
呼
ぺ
り
。
中
将
費
贋
卿
竹
樺
殿
を
治
替
し
、
養
老
所
と

友
し
給
ふ
に
付
き
1

文
政
二
年
此
の
地
に
鎮
守
駐
を
創
立
し
、
前
国

家
の
氏
紳
た
る
を
以
て
菅
公
の
霊
像
を
納
め
‘
同
年
三
月
廿
八
日
遜

座
、
岡
井
天
紳
の
紳
職
高
井
曾
臨
祭
式
を
勤
め
た
り
。
爾
来
四
月
九

金
滞
古
蹟
志
巻
十

八

三
八
和
事
等

三
日
朝
五
半
時
よ
り
令
タ
八
時
よ
り
算
事

八
日
朝
四
時
よ
り
和
串
タ
八
時
よ
り
秘
法

十
三
日
朝
五
半
時
よ
り
天
文
暦
串

十
八
日
朝
四
時
よ
り
磁
法
.

・
廿
三
日
朝
天
文
暦
感

廿
八
日
朝
五
宇
時
よ
り
和
畢

四
九
線

タ
八
時
よ
り
算
串

タ
八
時
よ
り
令習

皐

十
五
日
之
外
五
十
朝
五
時
よ
り
八
時
迄

朔
日
之
外
一
六
朝
五
時
よ
り
八
時
迄

以
上

習
串

按
や
る
に
、
右
習
事
制
の
中
に
も
、
令
は
寛
政
問
年
三
月
先
手
弓
頭

小
川
八
郎
左
衛
門
於
a
畢
校
-
令
議
解
師
範
命
ぜ
ら
れ
、
和
感
は
同
年

四
月
野
尻
次
郎
左
衛
門
於
=
串
校
-
和
感
師
範
命
ぜ
ら
れ
.
文
政
元
年

十
一
月
次
郎
左
衛
門
長
男
知
左
衛
門
h
於
=
感
校
-
和
感
講
締
命
ぜ
ら

れ
た
り
。
天
保
以
後
改
革
あ
り
て
.
文
串
校
は
儒
畢
の
み
と
成
り
‘

殊
に
四
書
五
経
の
索
韻
鱗
解
を
専
串
と
な
し
、
自
除
の
習
串
は
悉
く

陵
し
、
殊
に
入
事
生
徒
も
藩
士
の
み
と
定
め
、
四
民
致
導
の
趣
旨
も
貫

，w
，. 
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k
i
l

月
廿
五
日
を
春
秋
雨
祭
日
と
定
め
ら
れ
、
綿
入
童
幼
の
参
拝
を
許
さ

る
。
然
る
に
同
七
年
七
月
部
門
庚
卿
逝
去
せ
ら
れ
、
竹
津
の
殿
閤
室
殿

と
成
り
‘
迫
々
取
段
さ
れ
し
か
ど
、
銀
守
祉
の
み
絡
に
残
り
、
竹
揖
伸

ハ
台
刷
w
i
v

天
紳
と
稽
し
、
岡
井
天
神
印
ち
今
の
椿
原
の
洞
官
高
井
曾
縫
相
縫
ぎ

て
、
祭
胞
を
掌
り
来
る
底
、
王
政
復
古
維
新
の
際
、
明
治
五
年
九
月

上
旬
前
回
家
に
於
て
枇
地
の
経
界
を
直
盆
し
‘
銀
守
の
名
を
駿
し
て

更
に
一
枇
と
友
し
永
続
せ
ん
事
を
鯨
鹿
へ
具
紋
せ
ら
る
。
依
v
之
毅
部

省
へ
伺
ひ
相
成
る
庭
、
慶
置
は
鯨
磁
の
見
込
み
次
第
た
る
べ
き
皆
指

令
に
付
き
、
竹
津
天
紳
祉
と
鋭
し
一
枇
に
可
a
建
置
-
回
目
十
月
廿
四
日

褒
令
あ
り
て
‘
同
年
十
一
月
二
日
村
祉
に
列
し
.
開
掌
一
員
を
佳
か

れ
、
七
年
六
月
十
日
放
部
省
伺
ひ
の
上
、
枇
鋭
を
金
滞
紳
枇
と
改
稿
あ

り
。
是
に
依
り
て
鯨
下
有
志
の
虫
、
紳
殿
を
修
繕
し
紳
澗
を
袋
飾
す
。

同
九
年
六
月
敬
一
柳
家
の
人
々
連
署
し
て
、
郷
祉
に
列
せ
ら
れ
ん
事
を

鯨
鴎
へ
具
放
し
け
る
に
、
廊
織
の
上
敏
部
省
へ
伺
ひ
相
成
り
、
十
一

月
廿
一
日
郷
祉
に
列
せ
ら
れ
、
十
二
月
二
日
嗣
掌
天
野
比
良
久
を
悶

官
に
縛
任
せ
ら
る
。
於
v
是
一
一
駐
の
体
裁
精
t

金
備
し
け
り
。

。
金
洗
湯
盤
泉

金
樺
紳
祉
の
境
内
た
る
霊
泉
是
た
り
。
此
の
泉
は
、
金
調
停
の
地
名
濫

九




